
令和７年４月１日以後開始事業年度等分 

内国法人（グループ通算制度適用）用 

 

【№52】５欄の金額は、

前事業年度の別表六

（二十四）の４欄の金

額と一致しています

か。 

【№４】当事業年度

に適用される別表を

使用していますか。 

【№52】16 欄に金額の記載がある場

合、前事業年度の別表六（二十四）の

15 欄の金額と一致していますか。 

【№54】４欄及び 11 欄並びに５欄及び 12

欄の金額は、当事業年度に適用される規定

により計算していますか。 


